
神
島
に
お
け
る
社
会
・
経
済
構
造
と
そ
の
変
化

大
喜
多

文

甫

一
、
は
じ
め
に

神島における社会・経済構造とその変化

島
は
四
面
を
海
に
固
ま
れ
て
い
る
た
め
、
地
域
的
に
は
あ
る
独
立
性
を
有
し
た
複
合
体
で
あ
る
が
、
社
会
・
経
済
的
に
は
本
土
に
対
し

て
何
ら
か
の
形
で
、
従
属
的
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
四
面
環
海
と
い
う
自
然
条
件
は
、
島
に
と
っ
て
交
通
困
難
に
よ
る
隔
絶
性
、

お

よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
後
進
性
に
作
用
す
る
が
、

そ
の
決
定
的
要
因
は
自
然
条
件
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
、
経
済
の
発
展
過

程
の
中
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

TUO
つ
ま
り
、
島
が
孤
立
し
て
後
進
性
を
示
す
の
も
、
ま
た
、
後
進
性
を
脱
脚
し
て
発

展
す
る
の
も
、
社
会
の
経
済
機
構
の
発
展
に
と
も
な
う
生
産
様
式
の
変
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

神
島
は
、
鳥
羽
港
の
北
東
約
一
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
伊
良
湖
岬
の
南
西
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
伊
勢
湾
口
に
位
置
す
る
。
近
世
ま
で
は

東
国
と
伊
勢
神
宮
を
結
ぶ
中
継
地
と
し
て
、

そ
の
後
は
伊
勢
湾
へ
の
入
口
の
要
衝
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
と
の
よ
う
な

交
通
位
置
と
面
積

0
・
七
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
周
囲
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
ぬ
小
島
に
、
海
抜
一
七

0
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
を
い
だ
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き
、
集
落
が
立
地
す
る
斜
面
さ
へ
、
平
均
斜
度
二

O
度
に
近
い
地
形
が
、
島
の
社
会
・
経
済
構
造
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
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lよ

乙
の
よ
う
な
自
然
条
件
を
規
定
要
因
と
し
つ
つ
も
、
島
内
外
の
社
会
、
経
済
の
発
展
の
中
で
、
神
島
の
社
会
・
経
済
杭
む
が
近
世
以

後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
近
世
の
社
会
・
経
済
構
造

社
会
構
造

行
政
的
に
は
文
禄
元
年
(
一
五
九
二
)
九
鬼
嘉
隆
の
支
配
を
受
け
る
ま
で
、
伊
勢
神
宮
の
神
領
と
し
て
伊
勢
国
度
会
郡
に
属
し
て
い

た
。
藩
政
期
鳥
羽
藩
の
支
配
下
に
入
り
、
志
摩
国
答
士
山
郡
神
嶋
村
と
称
し
た
。
鳥
羽
藩
で
は
九
鬼
氏
の
転
封
土
六
三
四
年
)
以
後
稲
垣

氏
の
入
部
(
一
七
二
五
年
)
ま
で
、
約
九

0
年
聞
に
六
氏
の
藩
主
交
替
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
時
々
に
各
村
よ
り
指
出
帳
の
提
出
が
求
め
ら

れ
た
(
2
〉O

神
島
に
は
元
禄
四
(
一
六
九
一
)
年
と
享
保
十
一

(
一
七
二
六
)
年
の
写
本
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
松
平
乗
邑
、
後
者

は
稲
垣
昭
賢
の
鳥
羽
移
封
時
の
も
の
で
あ
る
。
両
年
の
指
出
帳
に
は
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
村
高
は
一

O
石
六
斗
六
升
、
う
ち

浦
役
高
引
五
石
、
残
り
五
石
六
斗
六
升
も
「
前
々
よ
り
年
貢
な
し
」
と
あ
り
、
耕
地
の
少
な
い
神
島
で
は
本
年
貢
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
浦
役
は
銀
五
六

O
匁
で
、
七
、
十
、
十
二
月
に
分
納
し
た
。
ま
た
水
主
米
と
し
て
二
二
石
七
斗
一
升
四
合
を
、
本
役
、
半
役
.

三
分
一
役
、

二
分
役
、

一
分
役
ま
で
家
相
応
に
か
け
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
水
主
米
は
九
鬼
氏
時
代
か
ら
金
納
で
、
山
田
河
崎
、
桑
名
の
米

相
場
の
平
均
価
格
で
上
納
さ
れ
て
い
た
。

乙
の
よ
う
に
、
米
が
ほ
と
ん
ど
と
れ
な
か
っ
た
た
め
金
納
制
が
と
ら
れ
た
。
換
金
物
と
し
て
の

海
産
物
は
、
胞
、
鯛
が
主
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
産
物
は
藩
主
に
も
献
上
し
て
い
た
が
、
初
物
以
外
の
「
御
用
之
節
差
上
」
げ
た
も
の

は
、
代
銀
を
下
さ
れ
て
い
た
す
〉
。

村
落
組
織
と
し
て
は
、
石
鏡
の
大
庄
屋
下
村
家
の
支
配
下
と
し
て
、
神
島
の
南
・
中
・
東
の
三
部
落
代
表
の
形
で
庄
屋
(
二
名
)
と
肝



前
火
〈
一
名
)
が
お
か
れ
た
。
延
享
二
(
一
七
四
五
)
年
の
記
録
(

4

)

に
よ
る
と
、
当
時
神
島
は
一
一
ニ
七
戸
、

五
九
三
人
程
の
規
模
で
あ
ウ

た
が
、
各
部
落
は
そ
れ
ぞ
れ
寺
院
を
有
し
独
立
し
て
い
た
。
部
落
内
は
大
元
(
網
主
)
ハ
5
)
と
自
営
漁
民
、
水
夫
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

大
元
は
鰯
地
曳
網
を
経
営
す
る
と
と
も
に
、
魚
貝
類
の
仲
買
、

加
工
も
行
な
い
、

押
送
船
を
所
有
、

こ
れ
ら
の
水
産
物
を
山
田
河
崎
、

津
、
熱
田
、
三
河
三
谷
な
ど
に
出
荷
し
て
い
た

(

6

)

。

こ
の
よ
う
に
、
大
元
は
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
神
島
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
。

近
世
の
人
口
は
、
資
料
の
制
約
に
よ
り
、
詳
細
な
把
握
は
困
難
で
あ
る
が
、
延
享
二
(
一
七
四
五
)
年
と
明
治
十
三
(
一
八
八

O
)
年
を

比
較
す
る
と
、
北
志
摩
地
方
で
は
減
少
ま
た
は
停
滞
の
漁
村
が
多
い
の
に
対
し
、
南
志
摩
地
方
の
漁
村
で
は
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
(
7〉
O

神
島
の
場
合
も
約
一
五
Mm
の
減
少
で
あ
る
が
、
乙
の
期
間
漁
船
遭
難
に
よ
る
二
度
の
大
量
死
が
減
少
の
主
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

神島における社会・経済構造とその変化

宝
暦
十
三
(
一
七
六
一
ニ
)
年
三
月
四
日
「
神
嶋
村
百
姓
共
儀
、
当
月
四
日
船
壱
般
ニ
付
三
、

四
人
宛
乗
組
、
都
合
三
拾
弐
般
乗
出
し
村
ぷ

東
南
之
方
沖
一
一
而
鯛
漁
申
仕
居
候
所
、
昼
九
ツ
時
頃
俄
之
大
風
ニ
成
甚
難
儀
仕
候
、
三
四
十
旦
斗
宛
茂
吹
流
レ
申
候
者
共
多
ク
御
座
候
、

村
-
一
残
候
百
姓
共
追
々
尋
ニ
出
候
所
右
漁
船
共
茂
地
方
を
心
懸
ケ
漕
寄
セ
、
今
日
七
日
朝
迄
ニ
拾
七
般
ニ
乗
組
候
者
共
戻
リ
申
候
、
右
漁

船
其
外
道
具
共
数
多
損
レ
捨
申
候
残
拾
五
般
之
内
行
衛
相
知
レ
不
申
候
、
此
人
数
都
合
五
拾
七
人
ニ
御
座
候
、
此
内
ニ
者
他
所
主
一
雇
置
者

茂
御
座
候
:
:
:
略
・
:
」
と
あ
り
、

五
七
名
の
死
者
を
出
し
た
。
さ
ら
に
、
寛
政
十
二
(
一
八

O
O
)
年
三
月
二
十
五
日
に
も
一
一
二
名
の

犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
島
の
人
口
の
一

I
二
割
が
死
亡
す
る
事
件
が
相
次
い
だ
た
め
、
残
さ
れ
た
島
民
の
生
活
は
困
窮
に

お
ち
入
り
、
藩
に
救
済
の
嘆
願
を
し
て
い
る
(
旦
。
今
日
で
も
三
月
二
十
五
日
を
水
難
記
念
日
に
し
て
慰
霊
祭
を
実
施
す
る
と
共
に
、
漁

業
の
休
業
日
に
指
定
し
て
い
る
。
遭
難
者
の
家
族
名
簿
よ
り
当
時
の
家
族
構
成
を
み
る
と
、

四
人
以
下
の
世
帯
が
六
O
M
m
を
占
め
、
七
人

以
上
の
大
家
族
は
八
銘
に
す
ぎ
な
い
。
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享
保
年
聞
の
地
誌
書
「
志
陽
略
志
」
に
よ
る
と
、
神
島
に
あ
っ
た
桂
光
院
(
南
部
落
)
、
海
蔵
寺
(
中
部
落
)
、
長
流
寺
(
東
部
落
)
の
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三
寺
院
は
、

と
も
に
渥
美
町
堀
切
の
常
光
寺
(
曽
洞
宗
)
の
末
寺
で
あ
り
、
常
光
寺
年
代
記
官
〉
に
は
、
常
光
寺
と
海
蔵
寺
の
本
尊
製
作

の
経
過
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
島
の
東
部
落
は
渥
美
半
島
か
ら
渡
島
し
た
落
人
武
士
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ

り
、
神
島
に
多
い
小
久
保
姓
が
渥
美
町
に
も
多
く
み
ら
れ
る
。
鯛
漁
業
の
三
河
か
ら
の
纏
僚
や
、
知
多
・
一
ニ
河
の
鰯
地
曳
網
へ
の
神
島
か

ら
の
被
傭
な
ど
が
当
時
の
記
録
に
散
見
す
る
。

こ
の
よ
う
な
乙
と
か
ら
、
近
世
の
神
島
は
行
政
的
に
は
鳥
羽
藩
の
配
下
に
あ
っ
た
が
、
島

民
は
地
理
的
に
近
く
、
歴
史
的
に
も
つ
な
が
り
の
深
い
渥
美
半
島
と
密
接
に
交
流
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
水
産
物
の
出
荷
や
日
用
品
の

購
入
な
ど
を
通
じ
鳥
羽
、
山
田
と
の
接
触
も
あ
り
、
閉
鎖
さ
れ
た
孤
島
で
は
な
く
、
広
い
生
活
圏
を
有
し
た
聞
か
れ
た
島
で
あ
っ
た
。

経
済
構
造

当
時
の
神
島
の
経
済
の
主
力
は
漁
業
で
あ
っ
た
。
「
志
陽
略
士
山
」
に
は
神
島
の
漁
獲
物
と
し
て
艇
、
鯛
、
鰯
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

グ

グ

リ

メ

カ

ツ

キ

メ

鰻
は
「
答
志
村
、
神
嶋
村
、
石
鏡
村
、
国
崎
村
、
相
差
村
、
安
乗
村
等
の
江
海
デ
、
潜
婦
、
被
女
深
ク
波
底
ニ
没
シ
テ
之
ヲ
採
ル
。

(
以
下
略
)
」
と
あ
り
、
海
女
が
潜
水
採
取
し
て
い
た
。
男
ア
マ
に
つ
い
て
は
、
船
越
村
(
大
王
町
)

の
明
細
帳
(
貞
享
四
年
)
で
は
「
海

士
六
拾
弐
人
」
と
あ
り
、
潜
婦
、
被
女
な
ど
と
異
な
る
表
現
で
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
、
男
ア
マ
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
神
島
を

合
む
北
志
摩
地
方
の
漁
村
の
記
録
に
は
海
士
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
な
い
乙
と
か
ら
、
当
時
、
北
志
摩
で
は
男
は
潜
水
し
て
い
な
か
っ
た

と
考
え
て
良
い
。
神
島
の
潜
水
漁
業
の
漁
期
は
、
明
治
十
六
年
の
地
誌
取
調
室
回
に
「
女
、

四
月
ヨ
リ
十
月
マ
デ
蜜
ヲ
業
ト
シ
、
十
一
月
ヨ

リ
三
月
迄
ハ
薪
材
一
一
代
用
ス
ヘ
キ
為
メ
草
ヲ
メ
ト
リ
、
或
ハ
草
ノ
根
ヲ
取
ル
ヲ
業
ト
ス
(
以
下
略
〉
」
と
あ
り
、
近
世
以
後
変
化
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
海
女
の
漁
場
は
、

四
月
l
七
月
は
神
島
周
辺
水
深
一

0
メ
ー
ト
ル
程
の
通
称
「
ニ
ワ
ノ
下
」
、
「
前
ノ
浜
」
あ
た
り
を

主
漁
場
に
、

八
月
以
後
風
波
が
高
く
な
る
た
め
、
内
湾
側
の
「
沖
ノ
瀬
」
、
「
ヘ
エ
デ
礁
」
あ
た
り
を
主
漁
場
に
し
た
(
第
1
図)。

海
女
の
主
漁
獲
物
で
あ
る
ア
ワ
ビ
は
、
「
志
陽
略
志
」
に
も
「
凡
ソ
鰻
ヲ
釆
ル
海
郷
ハ
長
鰻
ヲ
造
ル
。
世
ニ
喪
斗
綬
ト
称
ス
。
」
と
あ
る
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第 1図

よ
う
に
、
春

1
夏
に
採
取
し
た
も
の
は
大
元
が
買
上
げ
、
腐

敗
防
止
の
た
め
畏
斗
鰻
に
加
工
、
鳥
羽
、
山
田
の
畏
斗
問
屋

に
出
荷
し
た
。
鳥
羽
の
畏
斗
問
屋
甚
兵
衛
の
寛
保
三
(
一
七

四
五
〉
年
の
書
状
〈
叩
〕
に
よ
る
と

「
神
島
製
斗
、
川
崎
ニ
而

売
申
侯
儀
者
、
宇
治
山
田
畏
斗
屋
共
、
前
々
ハ
適
々
参
候
儀

茂
御
座
候
得
共
、
近
年
ハ
参
不
申
候
故
、
毎
年
川
崎
江
差
遣

売
申
白
山
一
御
座
候
(
中
略
)
、
勿
論
、
神
嶋
村
畏
斗
一
一
而
両
宮

入
用
過
半
調
御
由
被
申
上
侯
得
共
、
右
村
ニ
而
両
宮
入
用
過

半
調
候
得
ハ
、
六
、
七
百
両
分
ニ
而
御
座
候
。
四
、
五
年
之

高
ヲ
一
度
-
一
取
揚
侯
而
モ
左
様
-
一
不
揚
積
リ
ニ
一

m御
座
候
。

(
中
略
)
神
嶋
村
ニ
者
、
私
共
相
改
侯
六
拾
両
余
之
畏
斗
ぷ

外
-
一
少
茂
御
座
有
間
鋪
と
存
当
候
。
随
成
儀
一
一
御
座
候
。
」

と
あ
り
、
当
時
の
生
産
、
出
荷
状
況
が
推
定
で
き
る
。

つ
ま

り
、
神
島
の
畏
斗
腹
の
年
産
額
は
六
、
七
百
両
と
言
わ
れ
て

い
る
が
実
際
は
六

O
両
ぐ
ら
い
で
、
出
荷
方
法
も
畏
斗
問
屋

の
現
地
買
付
方
式
か
ら
問
屋
直
送
方
式
に
変
化
し
て
き
た
乙

と
な
ど
が
判
明
す
る
。
年
産
六

O
両
の
畏
斗
鰻
は
、
漁
獲
量
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に
換
算
す
る
と
約
一
八
、
九

0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
る
百
三
乙
れ
は
、
明
治
十
三
年
の
一
三
、

一一

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
多
い
が
、
明

治
四
十
三
年
の
一
九
、
六
一
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
ほ
ぼ
同
じ
漁
獲
量
で
あ
る
。

ア
ワ
ビ
は
畏
斗
だ
け
で
な
く
、
生
の
ま
ま
出
荷
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
前
述
、
船
越
の
村
明
細
帳
に
「
姐
取
申
候
ハ
四
月
よ
り
八
月
迄

は
の
し
に
仕
、
字
治
山
田
商
人
ニ
売
申
候
、
九
月
よ
り
十
二
月
迄
は
生
飽
ニ
テ
熱
田
、
津
、
河
崎
へ
送
売
申
候
」
と
あ
り
、
天
保
十
四

(
一
八
四
三
)
年
の
越
賀
村
(
志
摩
町
)
文
書
に
も
「
当
村
飽
売
之
儀
ハ
八
月
中
旬
ぷ
明
四
月
迄
者
生
員
一
一
而
商
人
方
江
売
渡
し
、

五
月

，

S
八
月
迄
致
嬰
斗
作
立
之
上
(
以
下
略
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
志
摩
で
は
四

t
八
月
の
暑
い
季
節
は
畏
斗
飽
に
加
工
し
、
秋
以
降
は
生
飽

の
ま
ま
出
荷
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

乙
の
乙
と
は
神
島
も
例
外
で
は
な
く
、
九
、
十
月
に
採
取
し
た
ア
ワ
ビ
は
生
の
ま
ま
出
荷
し

た
。
し
か
し
、
波
浪
の
高
く
な
る
八
月
以
降
は
、
内
湾
の
特
定
漁
場
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
漁
獲
量
は
少
な
か
っ
た
。

「
あ
ま
」
漁
業
と
並
ぶ
代
表
的
漁
業
に
鯛
漁
業
が
あ
っ
た
。
神
島
で
は
、
中
世
以
来
御
費
鯛
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
奉
納
し
て
い
た
。
神

島
に
残
る
文
書
に
よ
れ
ば
、

「
伊
勢
国
度
会
郡
神
嶋

中
匁
太
神
宮
摂
社
末
社
造
替
料
(
拝
)
進
献
物
納
魚
之
事
、
右
毎
年
九
月
大
鯛
三
拾
三
尾
永
々
進
献
之
旨
信
心
之
至
也
、
専
深
御
慎
謹
可
肴
調
進
也
の

如
件

太
神
宮
司
庁
」

と
あ
る
よ
う
に
、
毎
年
大
鯛
を
奉
納
し
て
い
た
。
し
か
し
、
遭
難
事
件
以
後
の
生
活
困
窮
に
よ
り
、
漸
次
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
。
鯛
漁
業

の
漁
期
は
、
地
誌
取
調
書
に
「
当
村
ハ
毎
年
二
月
ヨ
リ
七
月
迄
近
海
ニ
テ
営
業
シ
得
ル
ト
イ
エ
ド
モ
、
七
月
以
後
ハ
風
波
ノ
為
メ
、
漁
業

及
船
夫
ノ
業
ヲ
営
ム
ヲ
得
ズ
。
」
と
あ
り
、
遭
難
も
三
月
に
多
い
乙
と
な
ど
か
ら
、
二

l
四
月
の
伊
勢
湾
に
入
っ
て
く
る
「
ノ
ボ
リ
鯛
」

の
時
期
が
盛
漁
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遭
難
記
録
か
ら
判
断
す
る
と
、
漁
場
は
神
島
の
南
東
沖
で
、

一隻コ一

1
四
名
乗
船
し
て
い



た
。
漁
法
は
、

一
隻
当
り
の
人
数
か
ら
考
え
、
延
縄
漁
が
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
誌
取
調
書
に
「
鯛
網
五
十
張
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
刺
網
も
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
島
で
の
鯛
漁
業
従
事
者
は
約
一
二

O
人
程
で
、
三
河
か
ら
一

O
人
程
雇
傭
し
て
い
た
。

乙
れ
ら
の
鯛
を
仲
買
で
あ
る
大
元
に
売
り
、
大
元
は
生
ま
た
は
干
鯛
に
し
て
河
崎
、
津
、
熱
固
に
出
荷
し
て
い
た
。

鰯
網
は
大
元
が
経
営
し
た
が
、
網
の
種
類
は
地
誌
取
調
書
に
「
八
回
網
三
張
、
地
引
網
一

O
張
」
と
あ
る
。
地
引
網
は
、

そ
の
数
か
ら

考
え
て
、
小
網
で
漁
船
一
般
、
漁
夫
数
名
を
以
て
す
る
片
手
廻
し
漁
法
(
ロ
〉
の
類
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
八
田
(
八
手
)
網
は
近
世
初

頭
、
紀
州
か
ら
関
東
、

四
国
、
九
州
に
伝
わ
っ
た
漁
法
で
あ
る
。
房
州
で
は
漁
船
三
般
、
漁
夫
四

O
人
を
必
要
と
す
る
大
規
模
な
も
の
で

あ
っ
た
が
、
神
島
の
場
合
は
漁
船
二
般
を
以
て
す
る
小
八
手
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
伊
勢
湾
に
棚
上
す
る
鰯
を
捕

神島における社会・経済構造とその変化

獲
し
、
農
村
地
帯
の
肥
料
用
干
鰯
、
鰯
粕
に
加
工
、

こ
の
よ
う
な
地
先
で
の
漁
業
以
外
に
、
季
節

四
日
市
、
知
多
、
一
ニ
河
に
出
荷
し
た
。

に
よ
り
漁
業
出
稼
が
行
な
わ
れ
た
。
と
く
に
、
八
月
以
後
は
風
波
が
高
く
な
る
た
め
、

一
部
の
漁
民
は
三
河
、
知
多
の
鰯
地
曳
網
に
傭
わ

れ
た
食
〉
。
ま
た
、
十
月
よ
り
年
末
ま
で
は
紀
州
熊
野
灘
沿
岸
ま
で
出
漁
、
鯛
延
縄
漁
業
に
従
事
、
年
末
の
帰
途
、
山
田
河
崎
に
立
ち
寄

り
、
米
、

E
月
用
品
等
を
買
い
込
み
帰
島
し
た
。

と
の
よ
う
な
熊
野
行
の
中
か
ら
、
三
河
地
方
の
甘
藷
を
紀
州
に
、
紀
州
の
木
炭
、
ミ
カ

ン
を
志
摩
、
一
二
河
方
面
に
運
搬
す
る
者
が
出
て
き
た
。
当
初
は
往
復
の
際
の
副
次
的
な
輸
送
で
あ
っ
た
も
の
が
、
漸
時
専
業
化
し
、
近
世

末
に
は
廻
船
業
と
し
て
確
立
し
た
。

、
明
治
以
後
の
変
化

大
元
の
没
落
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近
世
に
お
け
る
神
島
の
社
会
構
造
上
の
特
色
の
一
つ
が
、
大
元
を
頂
点
と
す
る
村
落
構
造
に
あ
っ
た
。
明
治
中
期
ま
で
、

こ
の
村
落
構
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第 1表

雑魚(タイコ、オナゴ〉

アワビ，サザエ

ィ ヵーィ

海藻類

タコ

エビ

ナマコ

その他

名種魚

計メミ、
口

明治13年，

昭和54年，

造
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
全
国
的
な
政
治
、
社
会
、
経
済
の
急
激
な

変
革
の
時
期
に
、
神
島
が
依
然
と
し
て
旧
体
制
を
保
持
で
き
た
の
は
、
島
瞬

の
特
殊
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

イ
ガ
イ
漁
獲
量
の
増
加
と
い
う
神
島
独
自

の
要
因
が
あ
る
。
イ
ガ
イ
は
「
志
陽
略
士
山
」
に
「
答
志
村
の
海
浜
多
ク
之
ヲ

採
ル
、
曝
シ
乾
メ
以
テ
四
方
-
一
貨
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
答

志
村
で
多
く
採
取
さ
れ
た
。
神
島
で
は
、
近
世
こ
れ
ら
の
記
録
が
残
っ
て
い

な
い
た
め
、
採
取
量
は
多
く
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
明

治
十
三
年
の
水
揚
記
録
に
よ
る
と
、
総
水
揚
額
の
二
八
・
二
%
を
占
め
、

ア

ワ
ビ
に
次
ぐ
重
要
な
海
産
物
に
な
っ
て
い
る
(
第
1
表
)
。
地
誌
取
調
書
(
明

治
十
六
年
)
に
も
、

「
瀬
戸
貝
、
其
質
美
、
産
額
凡
ソ
五
千
斤
、
摂
津
国
大

坂
府
へ
輸
出
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
神
島
に
お
い
て
も
明
治
初

期
か
ら
イ
ガ
イ
が
多
く
繁
殖
し
、
採
取
量
が
増
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神

島
の
古
老
の
口
碑
ゃ
、
近
年
の
漁
港
修
築
工
事
に
よ
る
海
底
掘
削
の
際
、

イ

ガ
イ
の
貝
殻
が
多
く
出
土
し
た
こ
と
も
、

乙
れ
ら
の
事
実
を
裏
づ
け
て
い

る
イ
ガ
イ
漁
獲
量
の
増
加
は
、

乙
れ
の
加
工
、
出
荷
を
請
負
う
大
元
を
繁
栄

さ
せ
た
。
こ
の
た
め
近
世
四
戸
で
あ
っ
た
大
元
が
、

ζ

の
時
期
五
戸
に
増
加



し
た
。
し
か
し
、

乙
の
よ
う
な
イ
ガ
イ
プ

1
ム
は
、
資
源
の
乱
獲
を
招
来
し
、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

一
方
、
大
元
が
経
営
す
る
鰯
漁
業
も
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
、
全
国
的
に
衰
退
し
は
じ
め
た
。
神
島
に
お
い
て
も
、
明

治
三
十
年
頃
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
廃
止
さ
れ
た
。
鰯
網
衰
退
の
理
由
は
、
近
世
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
魚
肥
需
要
に
伴
う
濫
獲
の
結

果
、
イ
ワ
シ
が
減
少
し
た
乙
と
と
、
当
時
の
社
会
、
経
済
の
発
展
と
鰯
漁
業
経
営
組
織
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
よ
り
、
低
賃
金
労
働
力
不
足

と
網
主
の
資
金
難
等
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
立
)
O

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
大
元
は
漸
時
衰
退
し
、
明
治
末
に
は
す
べ
て
没
落
し
た
。

海
運
業
の
盛
衰

神島における社会・経済構造とその変化

一
方
、
近
世
末
期
よ
り
出
現
し
た
廻
船
業
者
が
運
送
業
を
専
業
化
し
、
台
頭
し
て
き
た
。
地
誌
取
調
室
百
に
も
「
五

O
石
未
満
荷
船
二
一

般
」
と
あ
る
。
明
治
三
十
六
年
、
船
主
一
六
名
に
よ
る
商
船
金
毘
羅
講
の
設
立
は
、
海
運
業
の
近
代
的
経
営
制
度
化
の
第
一
歩
で
あ
り
、

島
内
に
お
い
て
は
大
元
に
代
る
新
支
配
層
と
し
て
の
船
主
達
の
組
織
化
で
も
あ
っ
た
。
大
正
四
年
金
毘
羅
講
を
、

よ
り
近
代
的
経
営
者
組

織
で
あ
る
神
島
商
船
組
合
と
改
称
、
三
五
隻
の
貨
物
船
を
保
有
し
た
。
「
神
島
誌
」
(
大
正
元
年
)
に
は
「
紀
州
熊
野
の
沿
海
に
漁
業
す
る

も
の
多
数
有
之
し
に
、
世
の
進
歩
に
伴
い
夫
等
漁
船
は
現
今
に
て
は
、
ヅ
ン
ド
と
称
す
る
改
良
船
に
代
り
、
同
時
期
に
於
、
近
き
は
遠
・
三

-
尾
の
三
国
よ
り
伊
勢
、
紀
伊
は
申
迄
も
な
く
、
神
戸
、
大
阪
を
経
て
中
園
、
西
国
に
至
る
迄
、
商
業
又
は
運
賃
積
を
な
す
。
其
船
凡
二

O
余
般
と
な
れ
り
。
」
と
あ
り
、
漁
船
か
ら
貨
物
船
へ
の
転
換
お
よ
び
明
治
末
期
の
輸
送
範
囲
が
一
示
さ
れ
て
い
る
。
大
正
初
期
か
ら
中
期

頃
ま
で
の
聞
に
、

乙
れ
ら
船
舶
の
動
力
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
輸
送
範
囲
も
全
国
規
模
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
第
二
次
大
戦
中
は
、

一
時
軍
用
船
に
徴
用
さ
れ
た
た
め
衰
退
し
た
が
、
戦
後
間
も
な
く
復
活
、
食
糧
難
時
代
に
食
糧
輸
送
船
と
し
て
活
躍
し
た
。
神
島
商
船
組

27 

合
は
昭
和
二
十
七
年
神
島
商
船
協
同
組
合
と
改
称
、
組
織
的
に
も
内
容
的
に
も
一
段
と
充
実
し
、

昭
和
三
十
年
に
は
保
有
船
舶
三
六
隻
と
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戦
前
の
水
準
に
ま
で
回
復
し
た
。
そ
の
後
も
国
内
貨
物
需
要
の
増
加
に
と
も
な
い
、
船
主
、
船
舶
数
と
も
増
加
し
、

昭
和
三
十
八
年
、
船

主
四
七
名
、
保
有
船
舶
五
三
隻
、
海
運
業
従
事
者
二
二

O
名
(
神
島
有
業
人
口
の
四

O
労
)
と
ピ

l
ク
に
達
し
た
。

乙
の
当
時
、
神
島
の

貨
物
船
は
奄
美
大
島
か
ら
北
海
道
ま
で
国
内
各
航
路
に
就
航
し
て
い
た
が
、
中
で
も
九
州
|
|
京
浜
航
路
に
総
数
の
四
割
が
就
航
し
、
阪

神
|
|
名
古
屋
、
九
州
|
|
名
古
屋
等
の
航
路
へ
の
就
航
が
こ
れ
に
次
い
だ
。
伊
勢
湾
内
航
路
へ
の
就
航
は
一
割
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
乙
の
よ
う
に
、
神
島
の
海
運
業
は
一
時
期
を
除
き
順
調
に
発
展
、
神
島
の
社
会
、
経
済
面
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

乙
の
時
期
ま
で
の
神
島
海
運
業
発
展
の
要
因
は
、
第
一
に
、

そ
の
地
理
的
位
置
が
伊
勢
湾
口
と
い
う
交
通
の
要
地
に
あ
り
、
遠
江
、
三

河
、
尾
張
と
伊
勢
、
紀
伊
の
交
流
が
古
く
か
ら
あ
り
、
藩
政
期
に
は
漁
業
出
稼
の
か
た
わ
ら
三
河
や
紀
州
の
物
資
を
運
搬
し
て
き
た
実
績

が
あ
っ
た
。
第
二
に
、
狭
小
な
島
に
多
く
の
人
口
を
か
か
え
、
漁
業
全
依
存
の
経
済
活
動
に
は
自
ら
限
界
が
あ
り
、
島
外
に
生
活
の
糧
を

求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
海
に
慣
れ
た
島
民
に
と
っ
て
は
、
他
地
域
へ
の
出
稼
ぎ
で
不
慣
れ
な
労
働
に
就
く
よ
り
は
船
員
の
方
が
親
近

感
が
あ
り
、
船
主
に
と
っ
て
は
労
働
力
の
確
保
が
容
易
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
国
的
な
海
運
業
の
激
化
の
中
で
、
船
主
達
は
輸
送
コ
ス
ト
の
低
廉
化
を
保
持
す
る
た
め
、
船
舶
の
大
型
化
を
進
め

る
こ
と
に
よ
り
経
営
の
安
定
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
狭
小
な
神
島
漁
港
を
基
地
と
す
る
乙
と
は
困
難
に
な
り
、

目白

和
四
十
年
頃
か
ら
漸
時
鳥
羽
港
に
基
地
を
移
動
し
た
。

乙
れ
に
伴
な
い
、
船
主
、
船
員
の
多
く
も
鳥
羽
市
内
に
転
居
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
乙
の
結
果
、
従
来
神
島
を
足
場
に
発
展
し
て
き
た
海
運
業
が
、
神
島
か
ら
離
脱
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、

昭
和
四
十
年
以
後

の
園
内
自
動
車
道
整
備
に
よ
る
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
の
発
展
は
、
近
海
海
運
業
に
打
撃
を
与
え
た
。
鳥
羽
を
本
拠
地
に
移
し
た
船
主
達
も
、
経

営
不
振
と
船
員
不
足
に
よ
り
廃
業
す
る
者
が
続
出
し
、

昭
和
五
十
五
年
に
は
船
主
一
二
名
、
保
有
船
舶
一
六
隻
に
減
少
し
た
。
今
日
で

は
、
チ
ャ
ー
タ
ー
船
や
特
殊
船
を
所
有
す
る
船
主
が
経
営
を
続
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

2
3



こ
の
よ
う
に
、
明
治
以
後
神
島
経
済
の
主
力
で
あ
っ
た
海
運
業
は
、
神
島
か
ら
の
離
脱
と
そ
れ
自
体
の
衰
退
に
よ
り
、
神
島
に
お
け
る

経
済
的
機
能
は
消
滅
し
た
。

漁
業
形
態
の
変
化

明
治
期

乙
の
時
期
の
漁
業
は
、
基
本
的
に
は
「
あ
ま
」
漁
業
と
鯛
漁
業
主
体
の
近
世
の
漁
業
と
変
ら
な
か
っ
た
。
漁
獲
物
に
お
い

て
は
、

イ
ガ
イ
(
瀬
戸
貝
)
が
一
時
的
に
多
く
採
取
さ
れ
、
明
治
十
三
年
に
は
ア
ワ
ビ
、
イ
ガ
イ
、
雑
魚
(
タ
イ
)
で
九

O
Mカ
を
占
め
た

イ
ガ
イ
は
明
治
二
十
年
以
後
次
第
に
と
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
新
規
漁
場
で
の
採
取
が
企
画
さ
れ
た
。

(
第
一
表
)
。
し
か
し
、

ア
ワ
ビ
、

こ
の
た
め
隣
村
、
菅
島
、
答
士
山
な
ど
と
の
聞
に
鯛
ノ
島
事
件
(
ぎ
、
沖
ノ
瀬
事
件
(
口
〉
な
ど
の
漁
場
紛
争
が
惹
起
し
た
。

こ
れ
ら
の
漁
場
は

神島における社会・経済構造とその変化

古
く
よ
り
入
会
漁
場
で
あ
っ
た
が
、
神
島
は
白
村
専
用
漁
場
か
ら
の
漁
獲
の
み
で
島
の
経
済
が
維
持
で
き
た
た
め
、

こ
れ
ら
入
会
漁
場
に

は
ほ
と
ん
ど
出
漁
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

乙
の
時
期
に
お
よ
ん
で
出
漁
し
た
こ
と
が
、

旧
来
の
秩
序
に
混
乱
を
生
ぜ
し
め
た
の

で
あ
る
。

「
あ
ま
」
漁
業
に
潜
水
眼
鏡
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

明
治
四
十
年
頃
よ
り
、

ア
ワ
ビ
の
採
取
量
は
一
時
的
に
増
加
し
、

志
摩
地
方
で
は
一
、
二
を
争
う
ま
で
に
な
っ
た
白
〉
。
し
か
し
、
潜
水
眼
鏡
使
用
に
よ
る
乱
獲
の
結
果
、
数
年
後
採
取
量
は
激
減
し
た
8
)
O

「
あ
ま
」
漁
業
の
地
位
は
漸
次
低
下
し
、

乙
の
期
間
を
通
し
て
、

こ
の
よ
う
に
、

乙
れ
に
代
る
漁
業
が
模
索
さ
れ
た
。

乙
の
よ
う
な
過

程
の
中
で
、
大
正
期
以
後
コ
オ
ナ
ゴ
漁
、

タ
コ
漁
な
ど
へ
の
依
存
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

大
正
期

l
昭
和
三
五
年

こ
の
時
期
「
あ
ま
」
漁
業
の
地
位
が
低
下
し
た
た
め
、
多
種
の
漁
業
が
試
み
ら
れ
た
が
、
男
は
コ
オ
ナ
ゴ
漁

タ
コ
漁
に
主
と
し
て
従
事
す
る
者
、

一
本
釣
、
延
縄
漁
業
に
従
事
す
る
者
と
に
大
別
さ
れ
た
。
女
は
三

t
四
月
の
海
藻
の
口
明
け
、

五

29 

t
九
月
の
「
あ
ま
」
漁
業
に
従
事
し
た
後
、
未
婚
者
は
名
古
屋
方
面
に
女
中
奉
公
に
出
、
既
婚
者
は
家
事
に
従
事
し
た
。



30、

と
れ
ら
の
漁
業
の
中
で
、

タ
コ
漁
が
常
に
総
水
場
額
の
三

O
J
五
O
M
mを
占
め
、
神
島
の
代
表
的
漁
業
に
な
ゥ
た
。
タ
コ
は
四
月
か
ら

五
月
伊
勢
湾
内
に
入
り
、
湾
内
で
産
卵
解
化
、
湾
内
の
水
温
が
低
下
す
る
十
一

t
一
月
湾
外
に
出
る
。
神
島
の
タ
コ
漁
は
周
年
行
な
わ
れ

た
が
、
盛
漁
期
は
湾
内
へ
入
る
「
ノ
ボ
リ
ダ
コ
」
と
湾
外
へ
出
る
「
オ
チ
ダ
コ
」
の
時
期
で
あ
っ
た
。
漁
具
は
伝
統
的
な
素
焼
き
蛸
壷
を

使
用
し
た
。
タ
コ
漁
は
蛸
壷
を
降
ろ
す
場
所
(
ス
ジ
)
に
よ
り
漁
獲
が
左
右
さ
れ
る
た
め
、

ス
ジ
の
決
定
は
半
年
毎
に
当
該
漁
業
者
全
員

の
抽
選
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
。
今
日
で
も
、

乙
の
漁
業
は
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
伊
勢
湾
の
海
水
汚
染
の
影
響
に
よ
り
、

昭
和
四
十
年
頃

よ
り
漁
獲
量
は
減
少
し
、

そ
の
地
位
は
低
下
し
て
き
た
。

コ
オ
ナ
ゴ
漁
は
、
近
世
の
地
曳
網
か
ら
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
お
り
、
大
正
中
期
以
後
「
す
く
い
と
り
」
漁
法
に
改
良
さ
れ
、
戦
前
に

は
タ
コ
漁
に
次
ぐ
水
揚
額
を
占
め
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
習
熟
し
た
技
術
を
必
要
と
す
る
た
め
第
二
次
大
戦
中
に
衰
退
、
昭
和
二
十
五
年

頃
に
は
廃
止
さ
れ
た
翁
〉

O

コ
オ
ナ
ゴ
す
く
い
の
盛
漁
期
は
一

J
三
月
で
あ
り
、

タ
コ
漁
の
漁
閑
期
に
あ
た
る
の
で
、

タ
コ
漁
と
組
合
せ

る
漁
民
が
多
か
っ
た
。

一
本
釣
漁
業
は
周
年
操
業
し
た
が
、
季
節
に
よ
り
魚
種
は
異
な
っ
た
。
春

t
夏
は
ス
ズ
キ
、

サ
パ
、
秋
l
冬
は
タ
イ
を
主
と
し
て
釣
つ

た
。
と
の
問
、
冬
l
春
エ
ビ
刺
網
、
春
J
夏
タ
イ
延
縄
な
ど
の
漁
業
も
随
時
行
な
っ
た
。
タ
コ
漁
や
コ
オ
ナ
ゴ
漁
と
兼
ね
る
者
は
少
な
か

っ
た
。昭

和
三
五
年
以
後

日
本
の
高
度
経
済
成
長
期
に
あ
た
る
乙
の
時
期
は
、
神
島
に
お
い
て
も
人
口
の
流
出
、
海
運
業
の
離
脱
な
ど
変
動
の

多
い
時
期
で
も
あ
っ
た
。
島
内
で
は
、
島
氏
の
生
活
の
基
盤
は
再
び
漁
業
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
漁
船
の

大
型
化
、
装
備
の
近
代
化
を
進
め
、
漁
場
を
伊
勢
湾
内
外
に
拡
大
し
た
中
小
漁
業
経
営
体
と
、
依
然
と
し
て
地
先
漁
場
に
依
存
す
る
沿
岸

漁
家
に
分
化
し
て
き
た
。



前
者
は
、
昭
和
四
十
年
頃
よ
り
小
型
船
曳
網
漁
業
を
実
施
し
、
漸
次
二
船
曳
の
パ
ッ
チ
網
漁
業
に
移
行
し
て
き
た
。
漁
労
体
数
で
は
、

昭
和
四
十
三
年
船
曳
網
一
五
、

パ
ッ
チ
網
九
、

五
十
年
船
曳
網
二
五
、
パ
ッ
チ
網
一
五
、

五
十
五
年
パ
ッ
チ
網

四
十
七
年
船
曳
網
三
二
、

三
四
と
変
化
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
経
営
体
は
す
べ
て
漁
家
で
あ
り
、

パ
ッ
チ
網
は
二
船
曳
で
あ
る
た
め
、

一
統
に
つ
き
二
戸
が
ぺ
ア
を

組
ん
で
実
施
す
る
が
、

乙
の
ペ
ア
は
親
族
同
士
山
の
場
合
が
多
い
。
パ
ッ
チ
網
は
一
統
に
つ
き
四
、

五
名
の
船
上
労
働
力
を
必
要
と
す
る

が
、
家
族
労
働
力
の
み
で
実
施
し
て
い
る
の
は
五
十
五
年
で
五
統
、
残
り
一
二
統
は
自
家
労
働
力
以
外
に
、
島
内
の
親
族
か
ら
一
、
二
名

催
傭
し
て
い
る
(
幻
〉

O

乙
れ
ら
の
漁
業
は
、
十
二
月
か
ら
四
月
末
ま
で
神
島
沖
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
の
伊
勢
湾
外
で
コ
オ
ナ
ゴ
を
漁
獲

し
、
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
伊
勢
湾
内
外
で
イ
ワ
シ
を
漁
獲
す
る
。

コ
オ
ナ
ゴ
は
加
工
業
者
の
多
い
白
子
(
鈴
鹿
市
)
、
白
塚
(
津
市
)

神島における社会・経済構造とその変化

ゃ
、
加
工
工
場
の
あ
る
答
志
、
豊
浜
(
愛
知
県
南
知
多
町
)
に
水
揚
げ
さ
れ
、

イ
ワ
シ
は
県
漁
連
冷
凍
倉
庫
の
あ
る
鳥
羽
に
水
揚
げ
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
漁
業
の
総
水
場
額
(
属
人
)
に
占
め
る
比
率
は
、

昭
和
四
十
七
年
五
八
・
九
%
、

五
十
年
七
五
・
五

Mm、
五
十
四
年
八
七

-
八
%
と
な
り
、
神
島
の
漁
業
の
中
で
は
高
い
地
位
を
占
め
て
い
る
。
五
十
四
年
の
一
漁
家
当
り
平
均
水
揚
額
は
一
、
七
九
五
万
円
で
あ

る
が
、
人
件
費
、
燃
料
費
、
資
材
費
お
よ
び
借
入
資
金
の
返
済
な
ど
を
引
い
た
所
得
は
、
地
先
漁
場
依
存
の
漁
家
と
大
差
は
な
い
と
言
わ

れ
る
。地

先
漁
場
に
依
存
す
る
漁
家
は
、
周
年
一
本
釣
漁
業
、

タ
コ
漁
と
エ
ビ
建
網
の
組
合
せ
、

エ
ビ
建
網
専
業
、
季
節
に
よ
り
各
種
漁
業
を

組
合
せ
る
漁
家
に
分
化
し
て
き
た

au。

一
i
三
月
カ
サ
ゴ
、

一
本
釣
漁
家
は
、
昭
和
五
十
五
年
で
約
四

O
戸
あ
る
が
、

四
十
五
年
頃
よ
り
夫
婦
で
乗
船
す
る
よ
う
に
な
り
、

メ

て
レ
、

，J
2

ノ

ア
ジ
、
九

t
十
二
月
ア
ジ
、

サ
パ
な
ど
を
漁
獲
す
る
。
主
要
漁
種

四
t
六
月
ア
ジ
、

サ
パ
、

タ
ィ
、
七

l
九
月
タ
イ
、

イ
サ
ギ
、

31 

サ
パ
は
、
渥
美
半
島
沖
や
神
島
南
西
の
国
崎
沖
が
主
漁
場
で
あ
り
、

そ
の
他
の
魚
は
神
島
南
部
の
鯛
ノ
瀬
、
瀬
木
寄
瀬
、

で
あ
る
ア
ジ
、
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ア
サ
マ
オ
瀬
な
ど
が
主
漁
場
で
あ
る
。
漁
獲
物
は
消
費
地
に
近
い
伊
良
湖
に
水
揚
げ
さ
れ
る
。
総
水
揚
額
に
占
め
る
比
率
は
四
十
七
年
二

五
・
二
%
、

五
十
年
四
・
八
%
、

五
十
四
年
六
・
四
%
と
低
下
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、

一
本
釣
漁
業
の
み
で
の
家
計
の
維
持
は
困
難

で
、
遊
漁
や
「
あ
ま
」
漁
業
を
副
業
的
に
営
む
。
遊
漁
は
コ
一
十
五
年
頃
か
ら
行
な
わ
れ
、

五
十
五
年
に
は
専
業
四
戸
、
兼
業
二

O
戸
で
あ

る
。
兼
業
者
は
、
年
間
二

0
1
四
0
日
間
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
。

タ
コ
漁
は
、

四
十
年
頃
ま
で
は
神
島
の
主
要
漁
業
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
理
由
に
よ
り
漁
獲
量
が
減
少
し
、
総
水
楊
額
に
占
め
る
比
率

は
五
十
年
六
・
六
第
、

五
十
四
年
一
・
七

Mm
と
低
落
し
て
き
た
。

こ
の
た
め
乱
獲
や
一
漁
家
当
り
水
場
額
の
減
少
を
防
ぐ
意
味
か
ら
、
当

該
漁
業
の
漁
家
数
の
規
制
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

五
十
五
年
は
一
八
戸
で
あ
っ
た
。
五
十
四
年
の
タ
コ
漁
に
よ
る
一
漁
家
当
り
平

均
水
場
額
は
約
八
四
万
円
で
あ
り
、

乙
れ
の
み
で
の
家
計
の
維
持
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

エ
ビ
建
網
漁
業
と
の
組
合
せ
で
営
ま
れ

る
。
両
漁
業
と
も
周
年
実
施
さ
れ
る
が
、

エ
ビ
建
網
漁
は
小
潮
の
時
が
漁
獲
が
よ
く
、

タ
コ
漁
は
大
潮
時
が
漁
獲
が
よ
い
た
め
、
潮
時
に

応
じ
て
両
漁
業
を
随
時
行
な
う
。

一方、

エ
ピ
建
網
を
周
年
専
業
的
に
営
む
漁
家
が
五
十
五
年
、

一
七
戸
あ
る
。
乙
の
漁
業
の
総
水
揚
額
に
占
め
る
比
率
は
、

五
十
年

-一
Mm、
五
十
四
年
四
・
九
銘
で
あ
る
。

こ
の
漁
業
の
一
漁
家
平
均
水
揚
額
は
、

五
十
四
年
で
約
一

O
O万
円
で
あ
り
、

乙
の
種
漁
業
の

み
で
の
家
計
の
維
持
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夏
季
は
「
あ
ま
」
漁
業
の
船
頭
を
兼
ね
る
者
が
多
い
。

「
あ
ま
」
漁
業
は
、

か
つ
て
神
島
漁
業
の
中
心
的
役
割
を
果
し
た
が
、
総
水
楊
額
に
占
め
る
比
率
は
四
十
六
年
一

0
・二

Mm、
五
十
年

七
・
三
%
、
五
十
四
年
五
・
二
%
と
ま
す
ま
す
低
下
し
て
き
た
。
昭
和
四
十
年
以
前
に
は
二

O
O名
ほ
ど
い
た
海
女
も
、
五
十
年
二
ハ

O

名
、
五
十
五
年
二
一
五
名
に
減
少
す
る
と
と
も
に
老
齢
化
が
進
行
し
た
8
〉
。
五
十
五
年
の
場
合
、
船
人
海
女
の
う
ち
夫
婦
船
が
三
二
隻
、

船
頭
船
が
約
一

O
隻
(
海
女
五

O
名
)
あ
り
〈
号
、
徒
人
海
女
が
約
四

O
名
ほ
ど
い
る
。
乱
獲
防
止
の
た
め
、
ゴ
ム
製
潜
水
着
の
着
用
、



よ
り
、

期
間
内
の
操
業
日
数
、
小
貝
採
取
に
関
す
る
規
制
等
は
以
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、

五
十
二
年
ゴ
ム
製
潜
水
着
着
用
規
制
の
廃
止
に

一
日
の
操
業
時
閣
を
含
め
た
厳
し
い
規
制
を
実
施
し
た
8
3
五
十
五
年
の
海
女
一
人
当
り
平
均
水
揚
額
は
約
三
O
万
円
で
あ
る

が
、
個
人
差
が
大
き
い
(
号
。
海
女
は
潜
水
期
間
外
は
家
'
事
お
よ
び
自
家
の
他
漁
業
に
従
事
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
先
漁
場
依
存
の
漁
家
は
、
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よ
り
収
益
性
の
高
い
漁
業
と
組
合
せ
る
こ

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
漁
業
を
営
み
な
が
ら
、

と
に
よ
り
家
庭
経
済
を
確
立
し
て
い
る
。
パ
ッ
チ
網
漁
業
の
よ
う
な
資
本

世
帯
数

一九八
O
(
岡
田
)

一
九
七
O
(
同
必
)

一
九
六
O
(
同
お
)

一
九
五
O
(
同
お
)

一九四
O
(
同
日
)

一
九
三
O
(昭
和
5
)

土
九
二
O
(大
正
9
)

E

一
九
一
一
(
岡
弘
)

工
九

O
O
(
同
お
)

z

一八九
O
(
同
お
)

ム
八
八
O
(明
治
玲
)

一
七
四
五
(
延
孝
2

人
口

投
資
し
た
漁
家
が
、

一
見
、
上
層
階
層
の
如
く
み
え
る
が
、
自
己
資
本
が

少
な
い
た
め
経
営
上
苦
し
い
漁
家
が
多
く
、
零
細
漁
家
層
の
中
に
比
較
的

神島の人口，世帯数の推移

裕
福
な
家
庭
も
あ
り
、
漁
種
に
よ
る
階
層
差
は
存
在
し
な
い
。

人
口
構
造
の
変
化

近
世
の
大
量
遭
難
に
よ
り
一
時
減
少
し
た
人
口
は
、
明
治
以
後
急
激
に

増
加
、
昭
和
三
十
年
に
は
一
、
三
六
一
人
、
人
口
密
度
一
、
七
九
O
人
と

ピ
ー
ク
に
達
し
た
〈
包
(
第
2
図
)
。
明
治
十
三
年
か
ら
昭
和
三
十
年
ま
で

の
人
口
増
加
率
は
一
五
O
M
で
あ
る
。
資
料
が
E
確
な
大
正
九
年
以
後
、

第2図

十
年
毎
の
増
加
率
は
、
大
正
九
年
1
昭
和
五
年
、
三
八
第
、
昭
和
五
年
l

十
五
年
、
二
O
%
、
十
五
年
1
二
十
五
年
、
八
%
、
二
十
五
年
1
三
十
五

年
、
一
二
%
で
あ
り
、
次
第
に
増
加
率
が
低
下
し
て
き
て
い
る
。
世
帯
数
も

人
口
と
同
じ
傾
向
を
一
示
す
が
、
明
治
十
三
年
か
ら
昭
和
三
十
年
ま
で
の
増
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神島産業別人口の推移

大 正 9 年 昭和 29 年 昭和 55 年
種 類

人 % 人 % 人 % 

農 業 31 10.4 4 0.8 O 

水 産 業 205 68.6 259 48.5 186 50.8 

製造業・建設業 12 4.0 34 6;4 21 5.7 

卸・小売業 24 8.0 14 2.6 31 8.5 

運輸・通信業 7 2.3 163 30.6 49 13.4 

公務・サービス 14 4.7 50 9.4 72 19.7 

f ζ の 他 6 2.0 9 1.7 7 1.9 

有業者合計| 299 I 100.0 I 533 I川|

第2表

加
率
は
一

O
九
%
で
、
人
口
の
そ
れ
よ
り
若
干
低
い
。

明
治
初
期
か
ら
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
の
人
口
、
世
帯
数
の
増
加
要
因
を
考
え
る

昭和29年は常住人口調査による。

と
、
第
一
に
、
神
島
の
経
済
構
造
が
、
藩
政
期
以
来
の
漁
業
依
存
の
単
一
型
経
済
か

ら
海
運
業
の
発
展
に
よ
る
複
合
型
経
済
に
変
化
し
て
き
た
た
め
、
余
剰
労
働
力
を
船

員
と
し
て
吸
収
で
き
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
島
の
産
業
別
人
口
の
推
移

(第
2
表
)
を
み
る
と
、
水
産
業
の
比
率
が
大
正
九
年
の
六
八
・
六
M

汚
か
ら
昭
和
二

十
九
年
の
四
八
・
五

Mm
に
減
少
し
た
の
に
対
し
、
運
輸
通
信
業
が
二
・
三
%
か
ら
三

0
・
六
労
に
増
加
し
た
乙
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
元
来
耕
地
が
狭
小
な
た

め
、
食
糧
を
島
外
か
ら
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
漁
業
組
合
が
各
戸
の

昭和55年は国勢調査，

米
、
麦
を
一
括
購
入
す
る
制
度
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
各
戸
は
食
糧
不
足
へ
の
配
慮

は
不
要
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
漁
業
組
合
は
、
神
島
で
消
費
す
る
一
年
分
の
米
、
麦

を
十
二
月
中
旬
、
山
田
河
崎
の
米
問
屋
へ
船
で
買
い
に
行
き
、
家
族
数
に
応
じ
て
各

戸
に
配
布
し
た
。
購
入
資
金
は
組
合
が
立
て
か
え
、
各
戸
は
海
藻
類
の
採
取
で
乙
れ

を
支
払
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
食
糧
供
給
制
度
は
、
各
戸
に
と
っ
て
あ
る
意

大正9年，

味
で
の
最
低
生
活
の
保
障
と
な
り
、
人
口
と
資
源
の
平
衡
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
間

は
有
効
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
初
期
以
後
の
人
口
増
加
の
結
果
、
海
潔
資
金
の

み
で
、

乙
の
制
度
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
廃
止
さ
れ
た
。
第
三
に
、
女
子
の
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地区

他

言十

計

計

の

京

神

中

阪

そ

県

県

内

外

余
剰
労
働
力
を
季
節
出
稼
で
消
化
し
た
。

つ
ま
り
、
未
婚
女
子
は
、
「
あ
ま
」

漁
業
の
漁
期
外
は
行
儀
見
習
い
を
兼
ね
、
名
古
屋
、

一
宮
、
豊
橋
方
面
へ
女

中
奉
公
に
出
た
。
こ
の
よ
う
な
女
子
の
季
節
出
稼
は
、
高
度
経
済
成
長
期
ま

で
続
い
た
が
、

そ
の
後
漸
次
企
業
へ
の
就
職
が
多
く
な
り
、
消
滅
し
た
。

昭
和
三
十
年
以
後
、
人
口
は
減
少
に
転
じ
た
。
昭
和
三
十
年
か
ら
五
十
五

年
ま
で
の
人
口
減
少
率
は
三
六
Mm
で
あ
る
が
、
十
年
毎
の
減
少
率
は
、

昭
和

三
十
五
年

1
四
十
五
年
、

一
一
・
二
労
、

四
十
五
年

t
五
十
五
年
、
二
七
・

五
Mm
と
な
り
、
最
近
十
年
間
の
減
少
が
著
し
い
。
減
少
率
の
高
い
昭
和
四
十

五
年
以
後
の
転
出
入
状
況
を
整
理
し
た
の
が
第
3
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
転
出
入
と
も
県
内
と
県
外
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
県
内
で
は
、
鳥
羽
市

内
〈
銘
〉
へ
の
転
出
が
転
入
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
乙
れ
は
、
海
運
業
関
係
者

や
一
般
給
与
所
得
者
が
、
市
内
の
新
興
住
宅
地
に
転
居
し
た
た
め
で
あ
る
。

昭
和
三
十
五
年
以
後
、
神
島
か
ら
鳥
羽
市
内
へ
の
転
出
は
約
一
一

O
世
帯
あ

る
が
、
二
、
三
男
の
結
婚
に
よ
る
世
帯
分
離
と
、
長
男
で
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
場
合
両
親
を
神
島
に
残
し
世
帯
分
離
し
た
場
合
が
多
い
た
め
、
三
十
五
年

ー
五
十
五
年
の
神
島
の
世
帯
減
少
率
は
六
Mm
に
す
ぎ
な
い
。
鳥
羽
市
以
外
の

転
出
入
は
、
伊
勢
市
へ
の
高
校
進
学
、

四
日
市
市
、
鈴
鹿
市
な
ど
へ
の
就
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職
、
お
よ
び
小
中
学
校
教
員
の
人
事
異
動
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
県
外
で
は
、
中
京
地
区
と
く
に
名
古
屋
市
、
豊
田
市
、

一
宮
市
な
ど
へ

の
転
出
が
多
い
が
、

乙
れ
ら
地
域
の
企
業
へ
の
就
職
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

四
十
五
年
i
五
十
五
年
に
、
実
質
三
四
七
名

(
昭
和
四
十
五
年
の
総
人
口
の
二
九
M
m
)

が
、
神
島
か
ら
出
て
い
っ
た
。

乙
の
時
期
の
人
口
減
少
の
要
因
は
、
第
一
に
、
す
で
に
昭
和
三
十
年
頃
人
口
は
飽
和
状
態
に
達
し
て
お
り
、
船
員
や
女
子
の
季
節
出
稼

だ
け
で
は
余
剰
労
働
力
の
吸
収
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
第
二
に
、
わ
が
国
の
高
度
経
済
成
長
が
、
中
京
工
業
地
域
へ
、

こ
の
よ
う
な

余
剰
労
働
力
の
吸
引
を
促
進
し
た
。
第
一
二
に
、
海
運
業
の
基
地
が
神
島
か
ら
鳥
羽
に
移
っ
た
た
め
、
船
主
、
船
員
の
多
く
が
鳥
羽
に
転
居

し
た
。
第
四
に
、
島
内
に
漁
業
以
外
で
の
就
労
の
場
が
な
い
た
め
、
漁
業
外
就
労
希
望
者
は
島
外
に
就
労
の
場
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た。
一
方
、
人
口
数
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
人
口
構
成
の
変
化
も
顕
著
で
あ
る
。
神
島
の
性
比
の
変
化
を
み
る
と
、
大
正
九
年
七
九
・
二
、

昭
和
十
年
九
九
・
五
、
十
五
年
九
二
・
二
、
二
十
五
年
一
一
八
・
二
、
三
十
年
一

O
五
・
六
、
三
十
五
年
九
九
・
六
、
四
十
年
九
一
・
四
、

四
十
五
年
八
九
・
三
、

五
十
年
八
九
・
二
、

五
十
五
年
九
二
・
コ
一
で
あ
り
、
戦
後
の
一
時
期
を
除
き
、
女
子
が
男
子
を
上
廻
る
。

乙
れ
は

官
島
や
火
口
志
で
も
同
じ
傾
向
(
鈎
〉
を
一
不
す
の
で
、

乙
の
地
域
の
離
島
の
共
通
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の
要
因
は
、
戦
前
と
戦
後

で
は
異
な
る
。
戦
前
の
場
合
、
女
子
は
「
あ
ま
」
漁
業
と
季
節
出
稼
と
を
有
機
的
に
結
合
さ
せ
て
い
た
た
め
、
男
子
よ
り
も
実
質
的
流
出

が
少
な
か
っ
た
。
戦
後
の
場
合
、
一
二
十
五
年

t
四
十
五
年
は
男
子
の
流
出
が
女
子
の
そ
れ
を
上
回
っ
た
。
し
か
し
、

四
十
五
年
以
後
男
女

の
流
出
差
は
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
性
比
の
差
は
以
前
か
ら
の
性
構
成
に
自
然
増
減
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
五
十
六
年
の
年
齢
別
性
比
を
み
る
と
、

一
O
t
一
四
歳
(
性
比
五
九
・
二
〉
と
七

O
歳
以
上
(
同
六
六
・
二
)
が
極
端
に
男
子
が
少

な
い
。
前
者
は
全
く
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
男
子
の
死
亡
率
が
女
子
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
他
の
年
齢
層
の



性
差
は
大
き
く
な
い
の
で
、

こ
れ
ら
年
齢
層
が
全
体
の
性
比
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
島
全
体
と
し
て
は
女
子

年
齢
別
人
口
構
成
に
お
い
て
は
、

が
多
い
の
で
あ
る
が
、
結
婚
適
齢
層
の
未
婚
者
数
は
四
対
一
の
割
合
で
男
子
が
多
く
、
嫁
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る

a)O

昭
和
三
十
五
年
頃
ま
で
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
あ
っ
た
が
、
以
後
青
壮
年
の
流
出
に
よ
り
変
形
ひ
ょ
う

神島における社会・経済構造とその変化
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100 150 

た
ん
型
を
示
す
(
第
3
図
)
。
昭
和
二
十
九
年
と
五
十
六
年
の
年
代
別
比
率
を
み
る
と
、
二

O

歳
未
満
四
五

Mm↓
三
三

Mm、
二

0
1
一
二
九
歳
三
一
必
↓
二
三

Mm、
四
O
J
五
九
歳
一
五
%
↓

二
七
労
、
六

O
歳
以
上
八
Mm↓
一
七
%
と
変
化
し
、
老
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
。

神島の性別・年令別人口構成

産
業
別
人
口
構
成
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
一
十
五
年
以
前
は
、
前
述
の
如
く
、
農
業
、
水
産

業
の
相
対
的
低
下
、
運
輸
通
信
業
の
増
加
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
以
後
運
輸

通
信
業
も
減
少
し
、
卸
小
売
、

サ
ー
ビ
ス
業
が
若
干
増
加
し
て
き
た
。
伊
勢
志
摩
国
立
公
園

内
に
位
置
す
る
神
島
で
あ
る
が
、
観
光
資
源
の
乏
し
さ
か
ら
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
観
光
客
は

少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
離
島
ブ
!
ム
で
観
光
客
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
市
営
定
期

船
の
昭
和
四
十
一
年
の
一
般
乗
船
者
を
一

O
O
と
し
た
場
合
、

四
十
五
年
一
四
九
、

五
十
年

第3図

一ムハムハ、

五
十
五
年
一
九
二
と
漸
次
増
加
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

四
O
年
以
前
回
軒
し
か

な
か
っ
た
旅
館
、
民
宿
が
、

そ
の
後
増
加
し
、

五
十
六
年
に
は
一
三
軒
に
な
っ
た
。

四
、
む
す
び

神
島
の
近
世
以
後
の
社
会
・
経
済
構
造
の
変
化
を
明
か
に
し
て
き
た
が
、
大
き
く
は
三
つ
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の
時
期
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
の
時
期
は
、
近
世
か
ら
明
治
中
期
ま
で
で
あ
る
。
乙
の
時
期
は
、
大
元
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
村
落
内
に
存
在
し
た

カま

一
般
島
民
は
大
量
遭
難
な
ど
で
働
き
手
を
失
な
い
、
生
活
は
困
窮
し
て
い
た
。
経
済
的
に
は
、
漁
業
依
存
の
単
一
型
経
済
で
他
地
域

へ
も
漁
業
出
稼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

第
二
の
時
期
は
、
明
治
中
期
か
ら
昭
和
三
十
五
年
頃
ま
で
で
あ
る
。
乙
の
時
期
は
大
元
が
没
落
し
、
代
り
に
海
道
業
者
が
拾
頭
し
て
き

た
が
、
前
期
に
く
ら
べ
階
層
差
は
少
な
く
な
り
、
漁
業
組
合
を
中
心
と
す
る
漁
村
共
同
体
が
確
立
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
海

運
業
の
発
展
に
よ
り
複
合
型
経
済
が
確
立
、
人
口
、
世
帯
数
が
著
し
く
増
加
し
、
神
島
に
と
っ
て
繁
栄
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。

第
三
の
時
期
は
、
昭
和
三
十
五
年
以
後
で
あ
る
。
乙
の
時
期
は
、
海
運
業
の
離
脱
・
衰
退
の
結
果
漁
業
の
み
の
単
一
型
経
済
に
戻
り
、

い
わ
ゆ
る
過
疎
化
が
進
行
し
た
。
乙
の
た
め
、
今
日
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、

日
本
漁
業
の
構
造
的
な
不
況
を
そ

の
ま
ま
反
映
し
、
漁
業
収
益
の
逓
減
化
が
進
行
中
で
あ
る
。
ま
た
、
漁
業
特
有
の
経
営
の
不
安
定
さ
な
ど
漁
業
一
本
の
神
島
に
と
っ
て
深

刻
な
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
青
壮
年
の
島
外
流
出
に
よ
る
島
内
在
住
者
の
高
齢
化
現
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
島
全
体
に
活
力
が
欠
け
て

き
て
い
る
。
第
三
は
、
在
島
青
年
男
子
に
と
っ
て
嫁
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
。
適
齢
期
未
婚
者
の
男
女
の
比
率
が
四
対
一
と
い
う
現
状

は
、
男
子
青
年
の
島
外
流
出
を
さ
ら
に
促
進
す
る
乙
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
た
め
に
、
島
民
の
多
く
は
島
の
将
来
に
明
る
い
展
望
を
持
ち
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、

か
っ
て

神
島
が
繁
栄
し
た
第
二
の
時
期
が
、
わ
れ
わ
れ
に
明
る
い
展
望
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

つ
ま
り
、
早
急
に
複
合
型
経
済
を
確
立
す
る

乙
と
で
あ
る
。
従
来
、
神
島
は
北
志
摩
の
離
島
の
中
で
、
鳥
羽
か
ら
一
番
遠
く
不
便
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
阪

名
古
屋
な
ど
の
大
都
市
圏
か
ら
三
時
間
以
内
で
到
達
で
き
る
地
理
的
位
置
は
、

日
本
の
離
島
の
中
で
は
む
し
ろ
恵
ま
れ
て
い
る
条
件
で
さ



え
あ
る
。
乙
の
地
理
的
位
置
の
有
利
性
を
生
か
し
、

さ
ら
に
島
の
す
ば
ら
し
い
自
然
と
漁
業
を
結
び
つ
け
た
新
し
い
産
業
が
確
立
し
た
時

点
が
、
第
四
の
時
期
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
ろ
う
。

ム王

神島における社会・経済構造とその変化

薮
内
芳
彦
「
島
ー
そ
の
社
会
地
理
!
」
朝
倉
書
庖
、
昭
和
四
七
年
、
四
|
一
一
一
一
頁

和
歌
森
太
郎
「
志
摩
の
民
俗
」
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
O
年
、
二
ハ
|
一
七
頁

代
銀
の
基
準
は
、

飽
六
寸
之
貝
、
壱
盃
ニ
付
代
銀
壱
匁

五
寸
之
貝
、
壱
盃
ニ
付
代
銀
八
分

四
寸
之
貝
、
壱
盃
ニ
付
代
銀
六
分

御
献
上
鯛
長
一
尺
四
五
寸
一
枚
ニ
付
代
銀
二
匁

長
一
尺
二
三
寸
一
枚
ニ
付
代
銀
一
匁
三
分

(
4
〉
鳥
羽
領
内
村
々
禄
高
調
、
「
志
摩
国
近
世
漁
村
資
料
集
」
三
重
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
所
収

(

5

)

口
碑
に
よ
る
と
、
大
元
は
近
世
四
戸
あ
り
、
各
部
落
の
本
家
と
言
わ
れ
る
。

(

6

)

三
重
地
理
学
会
「
三
重
地
理
学
会
報
第
六
号
」
昭
和
三
二
年
、
一
九
|
二

O
頁

(

7

)

前
掲
(

2

)

二
四
頁
に
よ
れ
ば
、
北
志
摩
の
桃
取
二
四
Mm、
菅
島
一
七
Mm減
少
、
答
士
山
一

O
M
m、
南
志
摩
の
和
具
一
四
八
%
、
布
施
田
一
一
七

Mm増
加
で
あ
る
。

(

8

)

神
島
漁
協
所
蔵
文
書
「
乍
恐
重
願
上
候
口
上
之
覚
」
に
「
神
嶋
村
百
姓
共
当
月
四
日
鯛
漁
事
ニ
出
候
処
逢
難
風
甚
難
儀
仕
、
爾
今
行
衛
不
知
候

者
共
別
紙
帳
面
之
通
御
座
候
(
略
)
右
当
日
漁
ニ
出
不
申
候
百
姓
共
モ
元
来
相
仕
渡
世
之
漁
船
難
ニ
あ
ひ
候
-
一
付
テ
ハ
甚
困
窮
仕
候
、
今
以
帰
着

不
仕
候
者
共
之
妻
子
者
昼
夜
共
ニ
愁
歎
-
一
沈
ミ
十
方
ヲ
失
ヒ
居
、
処
々
意
見
仕
候
へ
共
間
入
不
申
乱
心
々
体
之
者
茂
御
座
候
而
村
中
一
統
ニ
当
惑

仕
居
申
候
、
近
日
及
飢
候
者
共
多
御
座
候
間
御
憐
感
を
以
御
救
ヒ
之
御
下
行
被
為
成
下
度
乍
恐
奉
願
上
候
(
略
〉
」

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)
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(

9

)

「
赤
羽
根
町
史
」
昭
和
四
三
年
、
一
八
四

l
一
八
五
頁

(ω)
中
田
四
朗
「
奥
斗
と
志
摩
の
海
女
漁
業
」
所
収
史
料
、
温
故
稽
古
六
O
、
一
九
七
五
年

(
日
)
前
掲
(

m

)

に
よ
る
と
、
と
の
年
の
越
賀
村
の
裂
斗
相
場
が
一
把
平
均
五
匁
八
分
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
一
両
は
六
四
匁
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、

六
O
両
で
は
三
、
八
四
O
匁
に
な
る
。
一
把
は
五
匁
八
分
で
あ
る
か
ら
三
八
四
O
匁
で
は
七
五
五
把
に
な
る
。
一
把
は
一
O
O
本
を
束
ね
た
も
の

で
あ
り
、
一
本
は
生
ア
ワ
ビ
一
個
分
で
あ
る
。
一
個
平
均
二
五

0
グ
ラ
ム
と
す
る
と
、
目
印
(
出
)
×
5
0
(
株
)
×
M
g
H
H
u
∞
匂
反
に
な
る
。

(
ロ
)
山
口
和
雄
「
日
本
漁
業
史
」
東
大
出
版
会
、
一
九
五
七
年
、
六
五
頁
。

(
臼
〉
三
河
で
は
渥
美
半
島
の
赤
羽
根
、
越
戸
、
和
地
、
若
見
な
ど
、
知
多
で
は
野
問
、
内
海
な
ど
に
多
く
出
か
け
た
。

(
M
〉
前
掲
(
ロ
〉
七
九
|
八
一
頁

(
日
)
多
く
は
石
油
会
社
の
チ
ャ
ー
タ
ー
船
に
し
た
り
、
消
防
船
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
船
、
タ
グ
ボ
ー
ト
な
ど
鳥
羽
、
四
日
市
港
で
の
特
殊
船
で
あ
り
、
船

員
は
船
主
の
家
族
や
親
族
が
多
い
。

(
日
出
〉
明
治
二
五
年
、
神
島
の
南
約
六
回
に
あ
る
鯛
ノ
島
暗
礁
で
潜
水
器
採
飽
に
関
し
て
生
じ
た
紡
争
で
あ
る
。
明
治
三
二
年
志
摩
郡
長
の
斡
旋
で
、

潜
水
器
漁
業
権
は
神
島
、
菅
島
両
村
の
共
同
専
用
権
と
す
る
と
と
で
結
着
し
た
。

(
ロ
)
明
治
三
五
年
、
神
島
の
南
西
約
三
加
に
あ
る
沖
ノ
淑
暗
礁
で
、
答
志
村
と
の
聞
に
採
貝
採
藻
に
関
し
て
生
じ
た
紛
争
で
あ
る
。
神
島
は
二
五
O

O
円
で
、
乙
乙
の
漁
業
権
を
矢
口
志
村
に
譲
渡
す
る
と
と
で
結
着
し
た
。

(
同
問
)
明
治
一
六
年
の
採
取
量
が
三
O
O
貫
で
あ
っ
た
の
が
、
明
治
四
三
年
五
二
三
O
賞
、
四
四
年
五
七
三
七
貫
、
大
正
元
年
八
一
一
O
貫
を
記
録

し
、
鏡
浦
村
に
次
ぐ
採
取
量
で
あ
っ
た
。

(
悶
)
大
正
一
三
年
の
記
録
で
は
七
九
四
貫
に
減
少
し
た
。

(
却
)
田
辺
悟
「
漸
騒
の
島
」
光
書
房
、
昭
和
五
五
年
、
三
二
|
三
六
頁

(
幻
)
催
傭
労
働
者
の
賃
金
は
す
べ
て
固
定
給
で
、
昭
和
五
五
年
の
場
合
月
額
一
三
万
円
で
あ
る
。

(
沼
)
乙
れ
ら
の
漁
業
分
化
は
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
資
源
や
魚
価
な
ど
に
よ
り
変
動
す
る
。

(
幻
〉
昭
和
四
三
年
と
五
四
年
の
海
女
の
年
令
別
比
率
は
次
の
よ
う
に
変
化
し
た
。
三
O
歳
未
満
一
六
%
↓
一
一
%
、
三
O
歳
代
三
六
M
m
↓
二
六
%
、

四
O
歳
代
二
一
%
↓
三
O
M
m
、
五
O
歳
代
二
O
%
↓
二
三
M
m
、
六
O
歳
以
上
七
M
m
↓
九
M
m
、

(
川
台
夫
婦
船
は
一
本
釣
漁
家
に
多
い
。
船
頭
船
の
場
合
、
海
女
四
、
五
名
が
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
海
女
の
親
族
の
中
か
ら
船
頭
を
傭
う
。
船
頭
の
日
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当
は
、
海
女
一
人
当
り
平
均
水
場
額
を
支
払
う
。

(
お
〉
つ
ま
り
、
六
月
一
日

t
九
月
一
五
日
の
う
ち
、
潜
水
日
数
一
五
日
、
総
潜
水
時
間
を
四
五
時
間
に
規
制
し
た
。
原
則
的
に
は
、
好
天
時
一
回
一

時
間
の
操
業
を
一
日
三
回
行
な
う
。
し
か
し
、
潮
、
天
候
の
状
況
に
よ
り
一
日
一
固
ま
た
は
二
回
に
な
る
と
と
も
あ
る
。

(
お
)
最
高
一
五

O
万
円
か
ら
数
万
円
ま
で
あ
る
。

(
幻
)
第

2
図
に
よ
る
と
、
明
治
四
四
年
か
ら
大
正
九
年
が
一
時
的
に
減
少
し
て
い
る
が
、
明
治
期
は
本
籍
人
口
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
大
正
九
年
以

降
は
国
勢
調
査
に
よ
る
た
め

κ生
じ
た
誤
差
で
あ
る
。

(
沼
)
乙
の
場
合
、
鳥
羽
市
街
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
意
味
し
、
行
政
的
に
鳥
羽
市
内
で
あ
る
離
島
や
農
漁
村
地
域
は
含
ま
な
い
。

(
却
)
火
口
志
の
性
比
は
大
正
九
年
九
五
・
五
、
昭
和
一

O
年
九
九
・
五
、
一
五
年
一

0
0
・
四
、
二
五
年
一

O
五
・
四
、
三
五
年
八
五
・
四
、
四
五
年

九
一
・
三
、
五
五
年
九
一
・
三
で
あ
る
。

(
叩
〉
昭
和
五
六
年
六
月
現
在
、
一
八
J
三
五
歳
の
未
婚
者
で
、
教
員
な
ど
島
外
か
ら
の
一
時
的
転
入
者
を
除
い
た
実
数
は
、
男
四

O
名
、
女
一

O
名

で
あ
る
。
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